
在宅レスパイトのご利用の流れ

①申請

健康福祉政策課

⑤利用決定
②申請書送付

⑤利用決定のお知らせ
⑧委託料支払④調整結果等の連絡

⑦実施報告、委託料請求

保健福祉事務所 難病診療連携
コーディネーター

利用希望者（患者・家族）

ご利用前に事業の

ルール確認(※)を行います ③利用調整

②情報提供

※ルール確認
難病診療連携コーディネーターが
保健福祉事務所と共に患者・家族、
訪問看護に対して、ご利用前に
事業説明（ルール確認）を行います。

契約
訪問看護
ステーション

（患者宅に看護師を派遣）

⑥事業の実施
（看護師による見守りとケア）



レスパイト入院のご利用の流れ

①申請

保健福祉事務所

健康福祉政策課

⑤利用決定

②情報提供

②申請書送付

利用希望者（患者・家族）

⑥事業利用
（レスパイト入院）

契約
医療機関

③入院調整

⑤利用決定のお知らせ
⑧委託料支払④調整結果等の連絡

難病診療連携
コーディネーター

⑦退院報告、委託料請求


